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告 示
栃木県告示第404号
　消防法（昭和23年法律第186号）第２条第９項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担
当する医療機関を次のとおり定めたので、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第２条第１項
の規定により告示する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 有 効 期 限

公益社団法人地域医療振興協会
日 光 市 民 病 院

日光市清滝安良沢町1752-10 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

医 療 法 人 光 風 会
光 南 病 院

小山市大字乙女795 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

地方独立行政法人新小山市民病院
新 小 山 市 民 病 院

小山市大字神鳥谷2251番地１ 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

学 校 法 人 自 治 医 科 大 学
自 治 医 科 大 学 附 属 病 院

下野市薬師寺3311-１ 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

医療法人社団都丸整形外科
都 丸 整 形 外 科

下野市文教１-11-16 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

医 療 法 人 勇 知 会
多 島 外 科 胃 腸 科

壬生町大字壬生甲3072-１ 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

医 療 法 人 社 団 章 仁 会
船 田 内 科 外 科 医 院

小山市大字松沼578 平成30（2018）年８月１日から
平成33（2021）年７月31日まで

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第405号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項の規定により、同法第41条第１項本文の規定による指定
居宅サービス事業者の指定の一部の効力を停止したので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
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　　平成30（2018）年７月31日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号 事業者の名称

指定居宅サービス事業所
停止の内容 停 止 の 期 間 サービス

の 種 類名 称 所 在 地

0970301032 株式会社メディ
カルグリーン
代表取締役
大澤　光司

デイサービス
センターみど
り

栃木市平柳町
３丁目42番13
号

居 宅 介 護
サービス費
の請求の上
限を７割と
する。

平成30（2018）年
８月１日から同年
10月31日まで

通所介護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第406号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

しらさぎ耳鼻咽喉科ク
リニック

河内郡上三川町しらさぎ
２-25-７

今吉　正一郎 平成30（2018）年
７月２日

ふじたクリニック 下野市大光寺１-11-10 藤田　昌紀 平成30（2018）年
７月５日

医療法人社団望星会グ
リーンタウンクリニッ
ク

下野市祇園２-３-２ 医療法人社団望星会 平成30（2018）年
７月２日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第407号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

しらさぎ耳鼻咽喉科ク
リニック

河内郡上三川町しらさぎ
２-25-７

今吉　正一郎 平成30（2018）年
７月２日

持田医院 栃木市藤岡町中根115-５ 持田　忍 平成30（2018）年
６月26日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

ウエルシア薬局宇都宮
簗瀬２号店

宇都宮市簗瀬町2561-１ ウエルシア薬局株式会社 平成30（2018）年
６月28日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────



（637）栃 木 県 公 報 第3008号平成30（2018）年７月31日　火曜日

栃木県告示第408号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年７月31日から同年８月29日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　293号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 さくら市喜連川字欠下153から
さくら市喜連川字欠下152まで 9.6 ～ 10.9 46.5

後 さくら市喜連川字欠下153から
さくら市喜連川字欠下152まで 10.9 ～ 11.2 46.5

Ⅱ
道路の種類　一般国道
路　線　名　461号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 大田原市北野上2706-５から
大田原市北野上2705-２まで 9.9 ～ 14.1 57.0

後 大田原市北野上2706-５から
大田原市北野上2705-２まで 10.6 ～ 20.8 57.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　藤原宇都宮線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

67

前Ａ

塩谷郡塩谷町大字東房字ヒロ田760か
ら
塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷598-
１まで

7.0 ～ 17.0 1723.0

前Ｂ

塩谷郡塩谷町大字東房字ヒロ田760か
ら
塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷549-
５まで

10.6 ～ 21.0 1825.0

後

塩谷郡塩谷町大字東房字ヒロ田760か
ら
塩谷郡塩谷町大字玉生字鴨屋敷549-
５まで

10.6 ～ 21.0 1825.0



（638） 栃 木 県 公 報 第3008号平成30（2018）年７月31日　火曜日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第409号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示す
る。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、その関係図書を縦覧に供する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画の種類及び名称
宇都宮都市計画道路３・４・１号宇都宮栃木線

２　都市計画を定める土地の区域
変更する部分
宇都宮市桜３丁目及び桜５丁目の各一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課

Ⅱ
１　都市計画の種類及び名称
足利佐野都市計画道路３・５・101号毛野西新井線

２　都市計画を定める土地の区域
変更する部分
足利市西新井町の一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○平成30（2018）年度栃木県立産業技術専門校訓練生の募集
　平成30（2018）年度に入校する栃木県立産業技術専門校訓練生を次のとおり募集するので、栃木県立産業技
術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）第９条の規定により公告する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　募集する訓練課程
普通職業訓練　短期課程（委託コース）

２　募集予定人員

学 校 名 所 在 地 等 訓 練 科 名 定員（人） 対 象 者

県央産業技術
専門校

〒321-0905
宇都宮市平出工業団地48-４
電話　028-689-6380

グラフィックデザイン＆ＷＥＢ
資格取得科 20 離転職者

県南産業技術
専門校

〒329-4214
足利市多田木町76
電話　0284-91-0803

ＷＥＢビジネス科
20 離転職者

注）全ての訓練科について民間教育訓練機関等に委託して実施する。
３　訓練期間及び応募資格
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⑴　訓練期間

訓 練 科 名 訓練期間 入 校 月

１　グラフィックデザイン＆ＷＥＢ資格取得科 ６か月 10月

２　ＷＥＢビジネス科 ３か月 １月

⑵　応募資格
職業を転換しようとする者、その他新たな職業に就こうとする者

４　募集期間及び応募方法

訓 練 科 名 募 集 期 間 応 募 方 法

１　グラフィックデザイン
＆ＷＥＢ資格取得科

平成30（2018）年８月１日（水）から同月31日（金）
まで

最寄りの公共職業安
定所に求職の申込み
をし、入校願書を提
出する。

２　ＷＥＢビジネス科 平成30（2018）年11月１日（木）から同月30日（金）
まで

※　定員に満たない場合は、追加募集を行うことがある。
５　選考日、選考方法及び合格発表日
⑴　選考日

訓 練 科 名 選 考 日

１　グラフィックデザイン＆ＷＥＢ資格取得科 平成30（2018）年９月14日（金）

２　ＷＥＢビジネス科 平成30（2018）年12月13日（木）

⑵　選考方法
　面接により選考する。ただし、各産業技術専門校長が必要と認める場合は、適性試験と面接により選考
する。
⑶　合格発表日
各産業技術専門校長が指定する日

６　合格通知
各産業技術専門校長から本人に通知する。

７　その他
⑴　応募書類は各公共職業安定所で配付する。
⑵　問い合わせ先
各産業技術専門校又は労働政策課（電話　028-623-3235）

学 校 名 所 在 地 電 話 番 号

県央産業技術専門校 〒321-0905
宇都宮市平出工業団地48-４

028-689-6380

県北産業技術専門校 〒325-0001
那須郡那須町大字高久甲5226-24

0287-64-4000

県南産業技術専門校 〒329-4214
足利市多田木町76

0284-91-0803

（労働政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年７月31日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字多功字下多功306番１ 河内郡上三川町しらさぎ一丁目31
番地７ルネスしらさぎ103号室

海 老 原 　 侑 　 治

下野市石橋字横塚832番１の一部、839番12 下野市石橋181番地２ 株式会社タカオ設計

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────


